
 

選定委員会選定委員会選定委員会選定委員会のののの審査結果審査結果審査結果審査結果 

 岐阜市/生涯学習/女性/センターの設置目的を十分に理解した上で、公正かつ適正で、より効

果的･効率的に管理運営を行うことができる指定管理者の選定について、選定基準に基づき厳正

に審査した結果、下記のとおり候補者を選定しました。 

 なお、候補者は岐阜市議会の議決を経て指定管理者として決定された後、岐阜市と締結する協

定に基づき施設の管理運営を行います。 

 

施 設 名  岐阜市/生涯学習/女性/センター 

所 在 地 岐阜市橋本町一丁目１０番地２３ 

指定管理者 

の候補者 

公益財団法人 岐阜市教育文化振興事業団 

代 表 者 理事長 飯沼 隆司 

住 所 岐阜市上川手７３５番地２（岐阜市岐陽体育館内） 

指 定 期 間  平成 2４年 4 月 1 日～平成 2９年 3 月 31 日（５年間） 

指定管理者 

選定委員会 

 委員長 渡邉 貴正 （岐阜市市民参画部長） 

 委 員 秋元 治樹 （岐阜市市民参画部次長） 

 委 員 浅野 弘光 （岐阜女子大学 教授） 

 委 員 髙木 和美 （岐阜大学 教授） 

委 員 森田 政裕 （岐阜大学 教授） 

選 定 理 由 

 

岐阜市/生涯学習/女性/センターの指定管理者の候補者の選定にあたっては、岐阜市市民参画部

指定管理者選定委員会を設置し、申請者から提出を受けた事業計画書等について、資格審査、選定

基準及びその評価項目に基づき書類審査、ヒアリング、プレゼンテーションを実施し、総合的に評

価・選考を行った。 

 その結果、下記の理由により、公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団が候補者として適切であ

るとして選定した。 

 なお、選定基準･採点結果、提案された管理経費の額は別表のとおりである。 

 

■「市民の生涯学習を推進するとともに、男女共同参画社会の実現を図る」という施設の設置目的

を最大限に達成できるよう、これまでにこの施設の運営管理で培ってきたノウハウ、経験などを

活かした円滑な運営管理が期待できること。 

■人員配置を含め最小の経費で最大の効果を挙げるとの基本姿勢により、管理経費縮減に努めるの

みでなく、事業推進方法の質的向上の取り組み、職員の育成に努める人事面での取り組み、また、

危機管理体制の充実強化を図るなど安全管理体制についても評価できること。 

■生涯学習拠点施設として、また、男女共同参画の取組を支援するための施設として、各種の講座、

学習事業を実施するとともに、情報提供、各種相談業務などにおいて質の高い市民サービスの提

供が期待できること。 

■施設の活動を通じて人を育て孵化させる、インキュベーションの考え方をもって運営にあたる姿

勢があり、市民講師養成講座など、学んだ市民がステップアップし社会に還元できる事業に力を

入れていることは評価できること。 

■生涯学習センターという施設の枠を超えて、公民館やコミュニティセンター等との連携を打ち出

していることは評価できること。 

■さらに、男女共同参画基本計画の趣旨を踏まえた計画的な企画やバランスの取れた事業展開／職

員がスキルアップできる研修講座の企画／大学と連携した研修を含め職員に能力や専門性を高め

るための学習機会を与えられること／が期待できること。 



 

スケジュー

ル 

・申請要項の公表・配布期間       平成 2３年８月１日～９月１日 

・質問受付期間             平成 2３年９月１日まで 

・申請書等の受付期間          平成 2３年９月１日まで 

・選定委員会（提案内容等の審査）    平成 2３年１０月１８日 

担 当 部 課 

（問合せ先） 

市民参画部市民参画政策課 

ＴＥＬ：０５８―２６５－４１４１ 内線６１５２ 

E-mail : sankaku-sei@city.gifu.gifu.jp 

 



 

【 別 表 】 

選定基準・採点基準 

 

区 分 選定基準 評 価 項 目 適・否 

公平性 
透明性 

住民の平等利用が確

保されるとともに、効

率的な運用が図られ

ること 

岐阜市／生涯学習／女性／センターの運

営上の基本方針 
適 

生涯学習推進業務を行っていく上での方

針と主な事業計画 
適 

男女共同参画業務を行っていく上での方

針と主な事業計画 
適 

ボランティア等の市民活動の支援業務を

行っていく上での方針と主な事業計画 
適 

効果性 

生涯学習・男女共同参

画・ボランティア等の

市民活動・市民芸術文

化振興に関する広範

で専門的な知識、技術

及び経験に基づき、セ

ンター事業を一体的

に実施するとともに

新規事業の企画・運営

に努めることにより

センターの設置目的

を達成できること 

市民芸術文化振興業務を行っていく上で

の方針と主な事業計画 
適 

施設管理業務を行っていく上での方針と

具体策 
適 

指定管理に関する経費の設定額の妥当性

と経費縮減の具体策 
適 効率性 

センターの効用が最

大限発揮されるとと

もに、その管理に係る

経費の縮減が図られ

ること 
効率的な運営を図るための組織の構造 適 

必要な人材の配置と職能及び人材育成の

方針 安定性 
安全性 

事業計画書の内容に

即し、指定管理者の行

う業務を安定的に実

施する能力があるこ

と 

リスクへの対応方策（利用者の安全確保

策、防止策、非常時の対応マニュアルなど） 

適 

貢献性 

事業計画書の内容が、

岐阜市あるいは施設

がある特定の地域（以

下「地元」という。）

に貢献できるもので

あること 

地元での社会活動の参加及び地元への貢

献に関すること。 
適 

 

 

提案された管理経費の額（単位：円） 

H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
公益財団法人  

岐阜市教育文化振興事業団 212,996,000 213,445,000 212,996,000 212,996,000 213,445,000 

 


